
（ ）専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により、法律上県の義務

に属する県有施設の管理の瑕疵による損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につい

て、次のとおり専決処分をする。 

令和４年２月１日 

 

                       鳥取県知事  平  井  伸  治 

 

損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定について 

法律上県の義務に属する鳥取県営住宅の管理の瑕疵による損害賠償について、次のとおり

和解し、及び損害賠償の額を定める。 

１ 和解の相手方 

Ａ 倉吉市 個人 

Ｂ 倉吉市 個人 

Ｃ  倉吉市 個人 

Ｄ  倉吉市 個人 

Ｅ  倉吉市 個人 

Ｆ  倉吉市 個人 

Ｇ  倉吉市 個人 

Ｈ  倉吉市 個人 

Ｉ  倉吉市 個人 

Ｊ 倉吉市 個人 
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Ｋ 倉吉市 個人 

Ｌ 倉吉市 個人 

Ｍ 倉吉市 個人 

２ 和解の要旨 

県側の過失割合を１０割とし、県は、損害賠償金１９，６５０円をＡに、４，２５０円

をＢに、９，８７８円をＣに、１２９，８００円をＤに、２３１，２７０円をＥに、３３

５，５６０円をＦに、１７，７３０円をＧに、１７０，２９８円をＨに、２７１，７００

円をＩに、２０７，５８０円をＪに、３２，３５０円をＫに、１７５，５３０円をＬに、

２，９９０円をＭに、それぞれ支払うものとすること。 

３ 事故の概要 

(1) 事故発生年月日 

 令和３年１０月５日 

(2) 事故発生場所 

 倉吉市広瀬町１５７７番地３ 

 県営住宅越殿団地内 

(3) 事故の状況 

県営住宅越殿団地の引込開閉器盤に雨水が入り、漏電して過電圧が発生したことによ

り、和解の相手方がそれぞれ所有する家庭用電気機械器具が破損したものである。 

―15―


